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 ハローワーク石巻
  （石巻公共職業安定所）

一般職業紹介状況（２９年５月内容）について

【求職のようす】 
    ○ 新規求職者数は８９０人で、前年同月比で４．０％増（前年同月差３４人増）、前月比で１２．５％減（前月差１２７ 

    人減）となりました。 

   ○ 月間有効求職者数は３，１９８人で、前年同月比で０．３％増（前年同月差９人増）、前月比で０．２％増（前月差 

    ５人増）となりました。 

          月間有効求職者数を年齢階層別割合でみると、４４歳以下は１，７３７人で５４．３％、４５歳以上５４歳以下は 

             ６３８人で１９．９％、５５歳以上は８２３人で２５．７％となっています。 

【求人のようす】 
   ○    新規求人数は１，７９７人で、前年同月比で７．２％減（前年同月差１４０人減）、前月比で、６．４％増（前月差 

     １０８人増）となりました。 

                 新規求人数を主な産業別でみると、宿泊業・飲食サービス業が８７人で、前年同月比で１１．５％増（前年同月 

     差 ９人増）となりました。 

     一方、建設業が２６８人で、同２２．５％減（同７８人減）、製造業が３７６人で、同９．６％減（同４０人減）、卸売業・ 

     小売業が１９９人で、同３．９％減（同８人減）、医療・福祉が３８６人で、同１０．９％減（同４７人減）、サービス業 

     が１４２人で、同７．２％減（同１１人減）となりました。 

   ○   月間有効求人数は５，３８２人で、前年同月比で４．０％減（前年同月差２２７人減）、前月比で５．２％減（前月 

    差２９３人減）となりました。 

  【有効求人倍率】  
     ○    有効求人倍率は１．６８倍となり、前年同月比では０．０８ポイント下回り、前月比では０．１０ポイント下回り 
               ました。 

H28.5 H28.6 H28.7 H28.8 H28.9 H28.10 H28.11 H28.12 H29.1 H29.2 H29.3 H29.4 H29.5

有効求人数 5,609 5,357 5,324 5,412 5,601 5,527 5,684 5,613 5,669 5,791 6,208 5,675 5,382

有効求職者数 3,189 3,211 3,073 3,036 2,987 2,923 2,759 2,504 2,705 2,950 3,168 3,193 3,198

求人倍率 1.76 1.67 1.73 1.78 1.88 1.89 2.06 2.24 2.10 1.96 1.96 1.78 1.68
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計 男 女 前月比 前年同月比

1,797 ＊ ＊ 6.4 ▲ 7.2

5,382 ＊ ＊ ▲ 5.2 ▲ 4.0

890 391 497 ▲ 12.5 4.0

うち　保 219 77 141 ▲ 14.1 19.0

3,198 1,425 1,764 0.2 0.3

うち　保 1,029 379 649 7.7 1.9

新　　規 2.02 ＊ ＊ 0.36P ▲0.24P

有　　効 1.68 ＊ ＊ ▲0.10P ▲0.08P

1,308 615 693 ▲ 3.8 ▲ 4.8

うち　保 232 104 128 30.3 22.1

473 200 273 ▲ 2.5 17.1

うち　保 77 31 46 ▲ 2.5 ▲ 2.5

53.1 51.2 54.9 5.4P 5.9P

※　平成16年11月から求職申込書における「性別」欄の記載が任意となったことに伴い、男女別の
　　合計は必ずしも一致しない。

有効求人倍率の推移（パート含む）

一般職業紹介状況（パート含む）

新 規 求 人 数

月 間 有 効 求 人 数

新 規 求 職 者 数

求 人 倍 率

項　　　　　目

紹 介 件 数

就 職 件 数

新 規 就 職 率

月 間 有 効 求 職 者 数

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

H23年度 0.28 0.29 0.37 0.45 0.54 0.59 0.61 0.66 0.65 0.70 0.77 0.78

H24年度 0.77 0.76 0.88 0.96 1.04 1.14 1.29 1.49 1.73 1.68 1.70 1.67

H25年度 1.50 1.51 1.47 1.49 1.56 1.62 1.69 1.81 1.94 1.79 1.69 1.54

H26年度 1.47 1.39 1.52 1.50 1.61 1.70 1.77 1.87 2.04 1.97 1.87 1.80

H27年度 1.62 1.55 1.67 1.73 1.85 1.84 1.96 1.98 1.97 1.98 1.89 1.94

H28年度 1.78 1.76 1.67 1.73 1.78 1.88 1.89 2.06 2.24 2.10 1.96 1.96

H29年度 1.78 1.68
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計 身体障害者 知的障害者等 前月比 前年同月比

20 8 12 ▲ 9.1 25.0

14 6 8 27.3 250.0

14 6 8 ▲ 33.3 40.0

344 122 222 0.3 3.0

計 男 女 前月比 前年同月比

26 ＊ ＊ ▲ 36.6 ▲ 7.1

9 ＊ ＊ ▲ 35.7 ▲ 30.8

4,131 ＊ ＊ 0.4 0.7

1,083 577 506 ▲ 44.5 ▲ 15.6

649 346 303 ▲ 54.4 ▲ 0.3

360 ＊ ＊ ▲ 60.7 ▲ 1.4

46,111 27,406 18,705 1.0 3.3

260 96 164 ▲ 11.3 2.8

599 323 276 20.0 ▲ 10.2

62,321 26,543 35,778 19.2 ▲ 12.0

0 0 0 ▲ 100.0 ▲ 100.0

0 0 0 ▲ 100.0 ▲ 100.0

※　各金額は千円未満を四捨五入しているため、計で若干の誤差を生じる場合がある。
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※　金額の単位は千円

新 規 適 用 事 業 所 数

障害者職業紹介状況

雇用保険取扱状況

項　　　　　目

新 規 求 職 者 数

就 職 件 数

月 末 現 在 有 効 求 職 者 数

 
 

  働く女性の場合、出産や子育てのため退職するケースが多く、いったん退職すると希望に沿った再就職が

困難となります。今後、少子・高齢化による本格的な人口減少が見込まれる中、女性が労働市場へ参加する

ことは重要であり、意欲と能力に応じた再就職の支援をしていくことが緊急の課題となります。 

 そのため、ハローワーク石巻では平成２０年６月「マザーズコーナー」を開設し、子育て中の方（男性の利用

も可）を対象に予約制・担当者制による職業相談、職業紹介、応募書類作成支援、セミナー開催、自治体の

保育情報等を提供し再就職に向けた支援を行っております。 



求人票に求人内容が明確に記載されていないため、「求人記載内容と実際が異な

る」との相談が、ハローワークに多く寄せられています。 

厚生労働省・宮城労働局・ハローワーク 

（別添） 

正確で明確な求人条件の明示は、以下の理由で必要とされています。 

事業主のみなさまへ 

 求職者とのトラブル防止のために、 

  求人内容を明確に記載しましょう！ 

管理番号LL300130首01 

貴社の求人票は正確で明確ですか？ 次の☑チェックポイントで確認しましょう。 

① 法律による義務 
「求人者は安定所に対して求人申込みを行う際に労働条件の明示義務がある。   
  （職業安定法第５条の３第２項）」  

② 労働者保護 
求職者は、求人内容が実際の労働条件と異ならない正確なものと考えています。 
悪意による虚偽記載でなくても、あいまいな記載は誤解を招く原因となります。 

 
  

｢求人票の内容が実際と異なる｣（36％）・ ｢求人者の説明不足｣（23％） 

□ 実際の賃金が、求人票の「賃金（a+b）」欄の記載額と同じ。 

□ 採用面接で、求人票に記載した賃金と同じ額を提示している。 

□ 求人票の「a 基本給」欄には、固定残業代（※）を含めていない。 
 
（※）実際の時間外労働、休日労働および深夜労働の有無にかかわらず、一定時間分の時間外労働、  

休日労働および深夜労働に対して、その名称にかかわらず定額で支払われる割増賃金。 

□ 実際の就業時間が、求人票の「就業時間」欄の記載時間を超えていない。 

□ 採用面接で、求人票に記載した就業・休憩時間と同じ時間を提示している。 

□ 求人予定の職種や仕事の内容が、求人票の「職種」「仕事の内容」欄の記載と同じ。 

□ 採用面接で、求人票に記載した職種や仕事の内容を提示している。 

□ 求人票に記載した選考結果通知までの日数内に連絡している。 

□ 不採用者の履歴書は選考終了後、速やかに返却（または破棄）している。 

□ 労働契約締結時には、労働条件通知書等により労働条件を明示している。 

チェックしてみましょう、求人条件 

賃 

金 

時 

間 

職 

種 

選 

考 

求人票の記載内容に関する求職者からの申出（約１万件） （平成27年度厚生労働省職業安定局調べ） 


